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規 則 
 

 亀岡市助産施設及び母子生活支援施設の入所

に関する規則をここに公布する。 

 

   平成２９年７月１４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第１９号 

 

亀岡市助産施設及び母子生活支援

施設の入所に関する規則 

 

 助産施設の入所に関する規則（昭和４５年亀

岡市規則第８号）の全部を改正する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号。以下「法」という。）第 

２２条の規定による助産施設における助産の

実施（以下「助産の実施」という。）及び法

第２３条の規定による母子生活支援施設にお

ける保護の実施（以下「母子保護の実施」と

いう。）並びに法第５６条の規定に基づき徴

収する費用について必要な事項を定めるもの

とする。 

 （施設） 

第２条 助産施設とは、法第３６条に定める施

設をいう。 

２ 母子生活支援施設とは、法第３８条に定め

る施設をいう。 

 （対象者） 

第３条 助産施設及び母子生活支援施設（以下

「助産施設等」という。）の入所の対象者は、

本市に住所を有する者のうち、妊産婦で経済

的理由等により助産の実施を希望する者又は
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母子世帯等で母子保護を希望する者とする。 

 （対象除外） 

第４条 法第２２条による助産の実施について、

その妊産婦が次の各号のいずれかに該当する

ときは対象除外とする。 

⑴ その妊産婦の属する世帯の別表における

階層区分がＤ階層であるとき。ただし、Ｄ

階層のうち所得税の額が８，４００円まで

の場合であって、真にやむを得ない特別の

理由があるときは対象とすることができる。 

⑵ その妊産婦の属する世帯の階層区分がＡ

階層及びＢ階層である場合を除いて、その

妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は

被扶養者でその社会保険において出産育児

一時金等の出産に関する給付を受けること

ができる額（医学的管理の下における出産

について、特定出産事故に係る事故が発生

した場合において、出生者の養育に係る経

済的負担の軽減を図るための補償金の支払

に要する費用の支出に備えるための保険契

約（出生者等に対し、総額３，０００万円

以上の補償金を支払う契約）が締結されて

おり、かつ、特定出産事故に関する情報の

収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実

な実施のための措置を講じている場合に、

その保険料相当額として支払われる額を除

く。以下「出産一時金」という。）が、 

４０４，０００円以上であるとき。 

 （入所の申込み） 

第５条 助産施設に入所を希望する者は、助産

施設入所申込書（別記第１号様式）に必要な

書類を添えて、福祉事務所長（以下「所長」

という。）に提出しなければならない。 

２ 母子生活支援施設に入所を希望する者は、

母子生活支援施設入所申込書（別記第２号様

式）に必要な書類を添えて、所長に提出しな

ければならない。 

 （入所の承諾等） 

第６条 所長は、入所の承諾又は変更をしたと

きは、助産施設への入所申込者に対し助産施

設入所承諾（変更）通知書（別記第３号様

式）又は母子生活支援施設への入所申込者に

対し母子生活支援施設入所承諾（変更）通知

書（別記第４号様式）を交付するとともに、

助産施設等に対し当該入所承諾（変更）通知

書の写しを送付するものとする。 

 （入所の不承諾） 

第７条 所長は、次の各号のいずれかに該当す

る場合においては、入所の承諾をしないもの

とし、助産施設入所不承諾通知書（別記第５

号様式）又は母子生活支援施設入所不承諾通

知書（別記第６号様式）により、申込者に通

知しなければならない。 

⑴ 助産施設等において設備その他の事情に

より受託能力がないとき。 

⑵ 疾病その他の理由により助産施設等にお

ける助産の実施又は母子保護の実施が適当

でないとき。 

⑶ その他所長が助産施設等に委託すること

が適当でないと認めたとき。 

 （入所の解除） 

第８条 所長は、法第３３条の４の規定に基づ

き、助産の実施又は母子保護の実施の解除を

決定したときは、入所者及び助産施設等に対

し、助産実施解除通知書（別記第７号様式）

又は母子保護実施解除通知書（別記第８号様

式）により通知しなければならない。 

２ 入所者は、その意思により助産の実施又は

母子保護の実施の解除を受けようとするとき

は、助産の実施解除申出書（別記第９号様

式）又は母子保護の実施解除申出書（別記第

１０号様式）を所長に提出し、その承諾を得

なければならない。 

３ 所長は、前項の入所の解除を承諾したとき

は、助産施設等に助産実施解除通知書又は母

子保護実施解除通知書により通知しなければ
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ならない。 

 （費用の徴収） 

第９条 市長は、法第５６条第２項の規定によ

り、第６条に規定する入所の承諾を受けて助

産施設等に入所した者又はその扶養義務者か

ら、別表に規定する額の範囲内において費用

を徴収することができる。 

２ 市長が前項の徴収する額を決定するために、

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）その

他の地方税に関する法律に基づく条例の規定

により算定した税額若しくはその算定の基礎

となる事項に関する情報を必要とする場合は、

入所者及びその扶養義務者は、同意書（別記

第１１号様式）を市長に提出するものとする。 

 （市長の支弁） 

第１０条 市長は、法第５１条第３号の規定に

より、次の費用を当該施設の長に支弁するも

のとする。ただし、都道府県の設置する助産

施設等に係るものは除く。 

⑴ 助産施設に入所した妊産婦に実施した助

産に要する費用 

⑵ 母子生活支援施設に入所した母子世帯に

実施した母子保護に要する費用 

 （その他） 

第１１条 この規則に定めるもののほか必要な

事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２９年７月１８日から施

行する。 

（亀岡市母子生活支援施設入所に要する費用

の徴収に関する規則の廃止） 

２ 亀岡市母子生活支援施設入所に要する費用

の徴収に関する規則（平成１８年亀岡市規則

第４９号）は、廃止する。 
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別
表
（

第
４
条

、
第
９

条
関
係
）
 

各
月
初
日
の
措
置
児
童
等
の

属
す
る
世
帯
の
階
層
区
分
 

助
産
施
設
 

母
子

生
活
支
援
施
設
 

階
層
 

区
分
 

定
義
 

徴
収
金
基
準
額
 

（
月
額
）
 

徴
収
金
基
準
額
 

（
月
額
）
 

Ａ
 

生
活
保
護

法
に
よ
る
被
保

護
世
帯
（
単
給
世
帯

を
含
む
。
）

及
び
中
国

残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進

並
び
に
永
住

帰
国
し
た

中
国
残
留
邦
人

等
及
び
特
定
配
偶
者

の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
支
援
給
付
受

給
世
帯
 

0
円

 
0
円

Ｂ
 

Ａ
階
層
を
除
き
当
該
年
度
分
の
市
町
村

民
税
非
課
税
世
帯
 

2
,
20
0円

 
1
,
10
0円

Ｃ
１
 

Ａ
階

層
及
び
Ｄ

階
層
を
除
き

当
該

年
度
分
の

市
町
村
民
税

の
課

税
世
帯
で

あ
っ
て
、
そ

の
市

町
村
民
税

の
額
の
区
分

が
次

の
区
分
に

該
当
す
る
世

帯
 

均
等
割
の
額
の

み
 

（
所
得
割
の
な

い
世
帯
）
 

4
,
50
0円

 
2
,
20
0円

Ｃ
２
 

所
得
割
の
額
が

あ
る
世
帯
 

6
,
60
0円

 
3
,
30
0円

Ｄ
１
 

Ａ
階

層
及
び
Ｂ

階
層
を
除
き

前
年

分
の
所
得

税
課
税
世
帯

で
あ

っ
て
、
そ

の
所
得
税
の

額
の

区
分
が
次

の
区
分
に
該

当
す
る
世
帯
 

1
5
,
0
00
円
以
下

 
9
,
00
0円

 
4
,
50
0円

Ｄ
２
 

1
5
,
0
01
円
か
ら

 

4
0
,
0
00
円
ま
で

 

1
3
,5
00
円

 
6
,
70
0円

Ｄ
３
 

4
0
,
0
01
円
か
ら

 

7
0
,
0
00
円
ま
で

 

1
8
,7
00
円

 
9
,
30
0円

Ｄ
４
 

7
0
,
0
01
円
か
ら

 

1
8
3
,
00
0円

ま
で
 

2
9
,0
00
円

 
1
4
,5
00
円

Ｄ
５
 

1
8
3
,
00
1円

か
ら
 

4
0
3
,
00
0円

ま
で
 

そ
の
月

の
そ

の
措
置

児
童

等
に
係

る
措

置
費
等

の
支

弁
額
（

全
額

徴
収
。

た
だ

し
、

そ
の

額
が

4
1
,
2
0
0
円

を
超

え
る

と
き

は
41
,
20
0

円
と
す
る
。
）
 

2
0
,6
00
円

Ｄ
６
 

4
0
3
,
00
1円

か
ら
 

7
0
3
,
00
0円

ま
で
 

そ
の
月

の
そ

の
措
置

児
童

等
に
係

る
措

置
費
等

の
支

弁
額
（

全
額

徴
収
。

た
だ

し
、

そ
の

額
が

5
4
,
2
0
0
円

を
超

え
る

と
き

は
54
,
20
0

円
と
す
る
。
）
 

そ
の
月

の
そ

の
入

所
世
帯

に
係
る

措
置

費
等

の
支
弁

額
（
全
額
徴
収

。
た
だ
し
、

そ
の

額
が

27
,1
00
円

を
超

え
る

と
き

は
2
7
,
1
0
0
円

と

す
る
。
）
 

Ｄ
７
 

7
0
3
,
00
1円

か
ら
 

1
,
0
7
8,
00
0円

ま
で
 

そ
の
月

の
そ

の
措
置

児
童

等
に
係

る
措

置
費
等

の
支

弁
額
（

全
額

徴
収
。

た
だ

し
、

そ
の

額
が

6
8
,
7
0
0
円

を
超

え
る

と
き

は
68
,
70
0

円
と
す
る
。
）
 

そ
の
月

の
そ

の
入

所
世
帯

に
係
る

措
置

費
等

の
支
弁

額
（
全
額
徴
収

。
た
だ
し
、

そ
の

額
が

34
,3
00
円

を
超

え
る

と
き

は
3
4
,
3
0
0
円

と

す
る
。
）
 

Ｄ
８
 

1
,
0
7
8,
00
1円

か
ら
 

1
,
6
3
2,
00
0円

ま
で
 

そ
の
月

の
そ

の
措
置

児
童

等
に
係

る
措

置
費
等

の
支

弁
額
（

全
額

徴
収
。

た
だ

し
、

そ
の

額
が

8
5
,
0
0
0
円

を
超

え
る

と
き

は
85
,
00
0

円
と
す
る
。
）
 

そ
の
月

の
そ

の
入

所
世
帯

に
係
る

措
置

費
等

の
支
弁

額
（
全
額
徴
収

。
た
だ
し
、

そ
の

額
が

42
,5
00
円

を
超

え
る

と
き

は
4
2
,
5
0
0
円

と

す
る
。
）
 

Ｄ
９
 

 
1
,
63
2,
00
1円

か
ら
 

2
,
30
3,
00
0円

ま
で
 

そ
の
月

の
そ

の
措
置

児
童

等
に
係

る
措

置
費
等

の
支

弁
額
（

全
額

徴
収
。

た
だ

し
、

そ
の

額
が

10
2,
90
0

円
を

超
え

る
と

き
は

1
0
2,
90
0円

と
す
る
。
）
 

そ
の

月
の

そ
の

入
所
世

帯

に
係

る
措

置
費

等
の
支

弁

額
（
全
額
徴
収

。
た
だ
し

、

そ
の

額
が

5
1,
40
0
円

を
超

え
る

と
き

は
5
1,
40
0
円

と

す
る
。
）
 

Ｄ
１
０
 

2
,
30
3,
00
1円

か
ら
 

3
,
11
7,
00
0円

ま
で
 

そ
の
月

の
そ

の
措
置

児
童

等
に
係

る
措

置
費
等

の
支

弁
額
（

全
額

徴
収
。

た
だ

し
、

そ
の

額
が

12
2,
50
0

円
を

超
え

る
と

き
は

1
2
2,
50
0円

と
す
る
。
）
 

そ
の

月
の

そ
の

入
所
世

帯

に
係

る
措

置
費

等
の
支

弁

額
（
全
額
徴
収

。
た
だ
し

、

そ
の

額
が

6
1,
20
0
円

を
超

え
る

と
き

は
6
1,
20
0
円

と

す
る
。
）
 

Ｄ
１
１
 

3
,
11
7,
00
1円

か
ら
 

4
,
17
3,
00
0円

ま
で
 

そ
の
月

の
そ

の
措
置

児
童

等
に
係

る
措

置
費
等

の
支

弁
額
（

全
額

徴
収
。

た
だ

し
、

そ
の

額
が

14
3,
80
0

円
を

超
え

る
と

き
は

1
4
3,
80
0円

と
す
る
。
）
 

そ
の

月
の

そ
の

入
所
世

帯

に
係

る
措

置
費

等
の
支

弁

額
（
全
額
徴
収

。
た
だ
し

、

そ
の

額
が

7
1,
90
0
円

を
超

え
る

と
き

は
7
1,
90
0
円

と

す
る
。
）
 

Ｄ
１
２
 

4
,
17
3,
00
1円

か
ら
 

5
,
33
4,
00
0円

ま
で
 

そ
の
月

の
そ

の
措
置

児
童

等
に
係

る
措

置
費
等

の
支

弁
額
（

全
額

徴
収
。

た
だ

し
、

そ
の

額
が

16
6,
60
0

円
を

超
え

る
と

き
は

1
6
6,
60
0円

と
す
る
。
）
 

そ
の

月
の

そ
の

入
所
世

帯

に
係

る
措

置
費

等
の
支

弁

額
（
全
額
徴
収

。
た
だ
し

、

そ
の

額
が

8
3,
30
0
円

を
超

え
る

と
き

は
8
3,
30
0
円

と

す
る
。
）
 

Ｄ
１
３
 

5
,
33
4,
00
1円

か
ら
 

6
,
67
4,
00
0円

ま
で
 

そ
の
月

の
そ

の
措
置

児
童

等
に
係

る
措

置
費
等

の
支

弁
額
（

全
額

徴
収
。

た
だ

し
、

そ
の

額
が

19
1,
20
0

円
を

超
え

る
と

き
は

1
9
1,
20
0円

と
す
る
。
）
 

そ
の

月
の

そ
の

入
所
世

帯

に
係

る
措

置
費

等
の
支

弁

額
（
全
額
徴
収

。
た
だ
し

、

そ
の

額
が

9
5,
60
0
円

を
超

え
る

と
き

は
9
5,
60
0
円

と

す
る
。
）
 

Ｄ
１
４
 

6
,
67
4,
00
1円

以
上
 

全
額
徴
収
 

全
額
徴
収
 

備
考
 

１
 

こ
の

表
の

Ｃ
１

階
層

に
お

け
る

「
均
等

割
の

額
」

と
は

、
地

方
税

法
第
２

９
２

条
第

１
項

第
１

号
に

規
定
す

る
均

等
割

の
額

を
い

い
、

Ｃ
２

階
層

に
お

け
る
「

所
得

割
の

額
」

と
は

、
同

項
第
２

号
に

規
定

す
る

所
得

割
（

こ
の
所

得

割
を

計
算

す
る

場
合

に
は

、
同

法
第

３
１
４

条
の

７
、

第
３

１
４

条
の

８
、
同

法
附

則
第

５
条

第
３

項
及

び
第
５

条

の
４
の
２
第
６
項
の
規

定
は
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る

。
）
の
額
を
い
う
。
 

 
な

お
、

同
法

第
３

２
３

条
に

規
定

す
る
市

町
村

民
税

の
減

免
が

あ
つ

た
場
合

に
は

、
そ

の
額

を
所

得
割

の
額
又

は

均
等
割
の
額
か
ら
順
次

控
除
し
て
得
た
額
を
所
得
割
の

額
又
は
均
等
割
の
額
と
す
る
。
 

２
 
こ
の
表
の
Ｄ
１
～
Ｄ

１
４
階
層
に
お
け
る
「

所
得
税
の
額
」
と
は
、
所
得
税
法
（
昭
和
４

０
年
法
律
第
３
３
号
）
、

租
税

特
別

措
置

法
（

昭
和

３
２

年
法

律
第
２

６
号

）
及

び
災

害
被

害
者

に
対
す

る
租

税
の

減
免

、
徴

収
猶

予
等
に

関

す
る

法
律

（
昭

和
２

２
年

法
律

第
１

７
５
号

）
の

規
定

並
び

に
平

成
２

３
年
７

月
１

５
日

雇
児

発
０

７
１

５
第
１

号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長
通

知
「

控
除

廃
止

の
影

響
を

受
け
る

費
用

徴
収

制
度

等
（

厚
生

労
働
省

雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
所

管
の

制
度

に
限
る

。
）

に
係

る
取

扱
い

に
つ

い
て
」

に
よ

っ
て

計
算

さ
れ

た
所

得
税
の

額

を
い
う
。
た
だ
し
、
所

得
税
額
を
計
算
す
る
場
合
に
は

、
次
の
規
定
は
適
用
し
な
い
も
の

と
す
る
。
 

⑴
 

所
得

税
法

第
７

８
条

第
１

項
（

同
条
第

２
項

第
１

号
、

第
２

号
（

地
方
税

法
第

３
１

４
条

の
７

第
１

項
第
２

号

に
規

定
す

る
寄

附
金

に
限

る
。

）
及

び
第
３

号
（

地
方

税
法

第
３

１
４

条
の
７

第
１

項
第

２
号

に
規

定
す

る
寄

附

金
に

限
る

。
）

に
規

定
す

る
寄

附
金

に
限
る

。
）

、
第

９
２

条
第

１
項

並
び
に

第
９

５
条

第
１

項
、

第
２

項
及

び

第
３
項
 

⑵
 

租
税

特
別

措
置

法
第

４
１

条
第

１
項

、
第

２
項

及
び

第
６

項
、

第
４

１
条

の
２

、
第

４
１

条
の

３
の

２
第

１
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項

、
第
２

項
、

第
５

項
及

び
第

６
項

、
第
４

１
条

の
１

９
の

２
第

１
項

、
第
４

１
条

の
１

９
の

３
第

１
項

及
び

第

３
項
並
び
に
第
４
１

条
の
１
９
の
４
第
１
項
及
び
第
３

項
 

⑶
 
租
税
特
別
措
置

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
１
０
年
法
律
第
２
３
号
）
附

則
第
１
２
条
 

⑷
 

所
得

税
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法
律

（
平

成
２

５
年

法
律

第
５

号
）
附

則
第

５
９

条
第

１
項

及
び

第
６
０

条

第
１
項
 

３
 
児
童
の
属
す
る
世
帯

の
階
層
が
Ｂ
階
層
と
認
定
さ
れ

た
世
帯
で
あ
っ
て
も
、
次
に

掲
げ
る
世
帯
で
あ
る
場
合
に
は

、

上
表
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
階
層
の
徴
収
金
基

準
額
は
０
円
と
す
る
。
 

⑴
 
「
単
身
世
帯
」

…
…
…
扶
養
義
務
者
の
い
な
い
世

帯
 

⑵
 

「
母

子
世

帯
等

」
…

…
母

子
及

び
父
子

並
び

に
寡

婦
福

祉
法

（
昭

和
３
９

年
法

律
第

１
２

９
号

）
第

６
条
第

１

項
及
び
第
２
項
に
規

定
す
る
配
偶
者
の
な
い
者
で
現

に
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
も
の
の

世
帯
 

⑶
 

「
在

宅
障

害
児

（
者

）
（

社
会

福
祉
施

設
の

措
置

さ
れ

た
児

童
（

者
）
を

除
く

。
）

の
い

る
世

帯
」

…
…
次

に

掲
げ
る
児
童
（
者
）

を
有
す
る
世
帯
を
い
う
。
 

ア
 

身
体

障
害

者
福

祉
法

（
昭

和
２

４
年
法

律
第

２
８

３
号

）
第

１
５

条
に
定

め
る

身
体

障
害

者
手

帳
の

交
付

を

受
け
た
者
 

イ
 

療
育

手
帳

制
度

要
綱

（
昭

和
４

８
年
９

月
２

７
日

厚
生

省
発

第
１

５
６
号

）
に

定
め

る
療

育
手

帳
の

交
付

を

受
け
た
者
 

ウ
 

特
別

児
童

扶
養

手
当

等
の

支
給

に
関
す

る
法

律
（

昭
和

３
９

年
法

律
第
１

３
４

号
）

に
定

め
る

特
別

児
童

扶

養
手

当
の

支
給

対
象

児
、

国
民
年
金

法
（
昭

和
３

４
年

法
律

第
１

４
１

号
）
に

定
め

る
国

民
年

金
の
障
害

基
礎

年
金
手
当
等
の

受
給
者
 

エ
 

精
神

保
健

及
び

精
神

障
害

者
福

祉
に
関

す
る

法
律

（
昭

和
２

５
年

法
律
第

１
２

３
号

）
第

４
５

条
に

定
め

る

精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
者

 

⑷
 

「
そ

の
他

の
世

帯
」

…
…

保
護

者
の
申

請
に

基
づ

き
、

生
活

保
護

法
（
昭

和
２

５
年

法
律

第
１

４
４

号
）
に

定

め
る

要
保

護
者

等
特

に
困

窮
し

て
い

る
と
児

童
福

祉
法

第
５

６
条

の
規

定
に
よ

る
都

道
府

県
又

は
市

町
村

の
長

が

認
め
た
世
帯
 

４
 

同
一

世
帯

か
ら

２
人

以
上

の
児

童
等
が

入
所

し
て

い
る

場
合

に
お

い
て
は

、
そ

の
月

の
徴

収
金

基
準

額
の
最

も
多

額
な

児
童

等
以

外
の

児
童

等
に

つ
い

て
は
そ

の
施

設
の

こ
の

表
の

基
準

額
に
０

．
１

を
乗

じ
た

額
を

も
っ

て
そ
の

児

童
等
の
基
準
額
と
す
る

。
 

５
 
助
産
施
設
の
入
所
措

置
費
等
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
。
 

⑴
 

入
所

の
措

置
が

と
ら

れ
た

妊
産

婦
に
係

る
こ

の
表

の
適

用
に

つ
い

て
は
、

そ
の

出
産

一
時

金
の

額
に

Ｂ
階
層
に

あ
っ

て
は

２
０

％
、

Ｃ
階

層
に

あ
っ

て
は
３

０
％

、
Ｄ

階
層

の
う

ち
所

得
税
の

額
が

８
，

４
０

０
円

ま
で

の
場

合

に
あ
っ
て
は
５
０
％

を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
を
こ

の
表
の
徴
収
金
基
準
額
に
加
え

る
も
の
と
す
る
。
 

 
な

お
、

こ
の

表
の

徴
収

金
基

準
額

は
、

そ
の
入

所
の

措
置

が
と

ら
れ

た
日
か

ら
解

除
さ

れ
る

日
ま

で
の

基
準

額

と
み
な
す
。
 

 

別
記

第
１
号
様

式
（
第
５
条
関

係
）
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
月
 

 
日

  
（

宛
先
）
亀

岡
市
福
祉
事
務

所
長
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
申

込
者
（
妊
産
婦

）
住
 
所

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
氏
 
名

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
㊞

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
連
絡
先

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  

助
産

施
設

入
所

申
込

書
 

  
助

産
施
設
入

所
に
つ
い
て
、

関
係
書
類
を

添
え
て
次
の
と

お
り
申
し

込
み
ま
す
。
 

 

家
族

及
び

課
税

の
状

況
 

家 族 構 成 

氏
名

（
ふ

り
が

な
）
 

個
 

人
 

番
 

号
 

申
込

者
 

と
 

の
 

続
 

柄
 

生
年

月
日
 

（
年

齢
）
 

性
別
 

職
業
 

課
税

状
況
 

 
 
年

分
 

所
得
税

額
 

 
年

度
分

市
民

税
額
 

均
等
割

 
所

得
割
 

 
 

本
人
 

 

( 
 
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

( 
 
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

( 
 
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

( 
 
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

( 
 
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

申
込

み
の

理
由
 
 

 

入
所

希
望

施
設

名
 
 

 

出
産

予
定

日
 

年
 
 

 
月
 
 
 

日
 

社
会

保
険

等
 

加
入

状
況

 

有
（
政
・
組

・
日
・
般
・
共
・
国
）
・
無
 

記
号
番
号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出
産
一
時

金
の
額
 
 

 
 
 
 
 
 

 
円
 

生
活

保
護

の
状

況
 
適

用
あ
り
（

 
 
 
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
保
護

開
始
）
 
 

適
用
な
し
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第
２

号
様
式
（

第
５
条
関
係
）

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
月
 

 
日

  
（

宛
先
）
亀

岡
市
福
祉
事
務

所
長
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
保
護
者

 
住
 
所

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
氏
 
名

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
㊞

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
連
絡
先

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

母
子
生
活
支

援
施
設
入
所
申
込
書
 

  
母

子
生
活
支

援
施
設
入
所
に

つ
い
て
、
関

係
書
類
を
添
え

て
次
の
と

お
り
申
し
込
み
ま

す
。
 

 
な

お
、
母

子
生
活
支
援

施
設
へ
の

入
所
調
整
に

あ
た
っ
て

必
要
と
す

る
世
帯
状

況
・
生
活
状

況
等
の

情
報
に
つ
い

て
、

各
関
係
機

関
に
確
認
し
、

情
報
提
供
す

る
こ
と
に
同
意

し
ま
す
。
 

入
所
を

希
望
す
る
母

子
生
活
支
援
施

設
 

第
１
希

望
 

 

第
２
希

望
 

 

母
子

保
護

の
実

施
を

希
望

す
る

理
由
 
 

母
子

保
護

の
実

施
を

希
望

す
る

期
間
 
 

○
入

所
を
希
望

す
る
世
帯
の
状

況
 

区 分 

氏
名
（

ふ
り
が
な
）
 

個
 

人
 

番
 

号
 

続
 

柄
 

生
年
月
日
 

性
別
 

職
業
又
は
就
学
の
状
況

等
 

世 帯 員 

 
 

本
人
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

男
・
女
 
 

 
 

 
 

 
 

 
男
・
女
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

男
・
女
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

男
・
女
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

生
活

保
護

の
状

況
 
適
用
あ
り
（

 
 
 
 

年
 
 
 
月

 
 
 
日
保
護

開
始
）
 
 

適
用
な
し
 

備
考
 

１
 

「
母
子
保

護
の
実
施
を
希

望
す
る
理
由

」
の
欄
に
は
、

具
体
的
な

状
況
を
記
入
し
て

く
だ
さ
い

。
 

２
 

「
世
帯
員

」
の
欄
に

は
、
入
所

を
希
望
す
る

保
護
者
及

び
そ
の
監

護
す
る
児

童
の
全
員
に

つ
い
て

記
入
し
て
く

だ
さ
い
。
 

３
 

母
子
生
活

支
援
施
設
の
状

況
に
よ
り
、

希
望
に
添
え
な

い
場
合
が

あ
り
ま
す
。
 

第
３
号

様
式
（

第
６
条

関
係
）
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
第
 

 
 
 

 
号
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
年
 

 
月
 

 
日
 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
様
 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
亀
岡

市
福
祉
事
務
所

長
 

   

助
産
施

設
入
所

 承
諾
 
通
知
書

 

 
 
 

 
 
 

 変
更
 
 
 
 

 

  
申
込

み
の
あ

り
ま
し

た
助
産
施

設
へ
の
入
所
に
つ
い
て
次
の

と
お
り

承
諾
し

ま
し
た
の
で
通

知
し
ま

す
。
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

変
更
 

入
所

者
 
住

所
 

  
氏

名
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
（

 
 
 
 

年
 

 
月
 

 
日
生

）
 

施
設

名
 
 

出
産

予
定

日
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
年
 

 
 
月

 
 
 
日

 

階
層

区
分

 
 

徴
収

金
額

及
び

納
入

方
法

 
 

備
考
 

１
 
徴

収
金
に

つ
い
て

変
更
の
あ

っ
た
場
合
は
、
そ
の
旨
通
知

し
ま
す

。
 

２
 
助

産
施
設

入
所
申

込
書
の
記

載
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
場

合
は
、

速
や
か

に
届
け
出
て
く

だ
さ

い
。
 

３
 
助

産
施
設

へ
入
所

が
適
当
と

認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
場
合

は
、
助

産
の
実

施
を
解
除
し
ま

す
。
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第８７１号平成２９年８月１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
４
号
様
式
（

第
６
条
関
係
）
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
第

 
 
 
 

 
号

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
年

 
 
月
 

 
日

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
様
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

亀
岡
市
福
祉
事
務

所
長
 

  

母
子
生

活
支
援
施
設

入
所
 承

諾
 
通
知
書
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 変

更
 
 
 
 
 

  
申
込
み
の
あ

り
ま
し
た
母
子

生
活
支
援
施

設
へ
の
入
所
に
つ

い
て
次
の

と
お
り
承
諾
し
ま

し
た
の
で

通
知

し
ま

す
。
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
変
更
 

 

入
所

す
る

保
護

者
及

び
 

そ
の

監
護

す
る

児
童

の
氏

名
 

氏
 
名
 

性
 
別
 

生
年
月
日
 

（
保

護
者
）
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

入
所

す
る

保
護

者
及

び
 

そ
の

監
護

す
る

児
童

の
住

所
 
 

入
所

す
る

母
子

生
活

支
援
 

施
設

の
名

称
及

び
所

在
地

 
 
 

母
子

保
護

の
実

施
期

間
 
 
 

 
 
 
年
 
 

月
 
 
日
か
ら

 
 
 
 
 

年
 
 
月
 
 

日
ま
で

徴
収

金
の

月
額

及
び
 

納
入

方
法
 
 
 

備
考
 

１
 
徴
収
金
に

つ
い
て
変
更
の
あ

っ
た
場
合

は
、
そ
の
旨
通
知

し
ま
す
。
 

２
 
母
子
生
活
支
援
施
設
入
所
申
込
書
の
記
載
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
届
け
出
て
下

さ
い
。

３
 

母
子

生
活
支

援
施
設

へ
入
所

が
適
当
と

認
め

ら
れ
な
く

な
っ

た
場
合
は

、
母

子
保
護
の

実
施

を
解
除

し

ま
す
。
 

第
５
号
様
式
（

第
７
条

関
係
）

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
第

 
 
 
 

 
号

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
年

 
 
月
 

 
日

   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

様
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
亀
岡

市
福
祉
事
務

所
長
 

   

助
産

施
設
入

所
不
承
諾

通
知
書

 

  
 

 
 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け
で

申
込

み
の

あ
り

ま
し

た
助

産
施

設
へ
の

入
所
に

つ
い
て

は
、

下
記

の
理
由
に
よ
り

入
所
で

き
な
い

の
で

通
知
し

ま
す

。
 

 

記
 

 理
由
 

          
（
教
示
）
 

１
 
こ
の
決
定

に
つ
い

て
不
服

が
あ

る
場
合

は
、

こ
の
決
定
が

あ
っ
た

こ
と
を

知
っ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算

し
て
３

箇
月

以
内
に

、
亀
岡
市
長

に
対
し

て
審
査
請

求
を
す

る
こ
と
が
で

き
ま
す

。
 

２
 
こ
の
決
定

に
つ
い

て
は
、

上
記

１
の
審

査
請

求
の
ほ
か
、

こ
の
決

定
が
あ

っ
た
こ
と
を

知
っ
た
日
の
翌

日
か
ら

起
算

し
て
６

箇
月
以
内
に

、
亀
岡

市
を
被
告

と
し
て

（
訴
訟
に
お

い
て
亀

岡
市
を

代
表

す
る
者

は

亀
岡
市

長
と

な
り
ま

す
。
）
、
処

分
の
取

消
し
の
訴

え
を
提

起
す
る
こ
と

が
で
き

ま
す
。

な
お

、
上
記

１

の
審
査

請
求

を
し
た

場
合
に
は
、

処
分
の

取
消
し
の

訴
え
は

、
そ
の
審
査

請
求
に

対
す
る

裁
決

が
あ
っ

た

こ
と
を

知
っ

た
日
の

翌
日
か
ら
起

算
し
て

６
箇
月
以

内
に
提

起
す
る
こ
と

が
で
き

ま
す
。

 

３
 

た
だ
し

、
上

記
の

期
間

が
経

過
す
る

前
に

、
こ

の
決

定
（

審
査

請
求

を
し
た

場
合
に

は
、
そ

の
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
）

が
あ

っ
た

日
の
翌

日
か
ら

起
算
し

て
１

年
を

経
過

し
た

場
合
は
、

審
査

請
求
を

す
る

こ
と

や
処

分
の

取
消

し
の

訴
え

を
提
起

す
る
こ

と
が
で

き
な

く
な

り
ま

す
。

な
お
、
正

当
な

理
由
が

あ
る

と
き

は
、

上
記

の
期

間
や

こ
の

決
定
（

審
査
請

求
を
し

た
場

合
に

は
、

そ
の

審
査
請
求

に
対

す
る
裁

決
）

が
あ

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て
１

年
を
経

過
し
た

後
で

あ
っ

て
も

審
査

請
求
を
す

る
こ

と
や
処

分
の

取
消
し

の
訴

え
を
提

起
す
る
こ
と

が
認
め

ら
れ
る
場

合
が
あ

り
ま

す
。
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第８７１号平成２９年８月１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
６
号
様
式
（

第
７
条

関
係
）

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
第

 
 
 
 

 
号

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
年

 
 
月
 

 
日

   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

様
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
亀
岡

市
福
祉
事
務

所
長
 

  

母
子
生

活
支
援

施
設
入

所
不
承

諾
通

知
書
 

  
 

 
 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

付
け
で

申
込

み
の

あ
り

ま
し

た
母

子
生

活
支
援

施
設
へ

の
入
所

に
つ

い
て

は
、
下
記
の
理

由
に
よ

り
入
所

で
き

な
い
の

で
通

知
し
ま
す
。
 

 

記
 

 理
由
 

           
（
教
示
）
 

１
 
こ
の
決
定

に
つ
い

て
不
服

が
あ

る
場
合

は
、

こ
の
決
定
が

あ
っ
た

こ
と
を

知
っ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算

し
て
３

箇
月

以
内
に

、
亀
岡
市
長

に
対
し

て
審
査
請

求
を
す

る
こ
と
が
で

き
ま
す

。
 

２
 
こ
の
決
定

に
つ
い

て
は
、

上
記

１
の
審

査
請

求
の
ほ
か
、

こ
の
決

定
が
あ

っ
た
こ
と
を

知
っ
た
日
の
翌

日
か
ら

起
算

し
て
６

箇
月
以
内
に

、
亀
岡

市
を
被
告

と
し
て

（
訴
訟
に
お

い
て
亀

岡
市
を

代
表

す
る
者

は

亀
岡
市

長
と

な
り
ま

す
。
）
、
処

分
の
取

消
し
の
訴

え
を
提

起
す
る
こ
と

が
で
き

ま
す
。

な
お

、
上
記

１

の
審
査

請
求

を
し
た

場
合
に
は
、

処
分
の

取
消
し
の

訴
え
は

、
そ
の
審
査

請
求
に

対
す
る

裁
決

が
あ
っ

た

こ
と
を

知
っ

た
日
の

翌
日
か
ら
起

算
し
て

６
箇
月
以

内
に
提

起
す
る
こ
と

が
で
き

ま
す
。

 

３
 

た
だ
し

、
上

記
の

期
間

が
経

過
す
る

前
に

、
こ

の
決

定
（

審
査

請
求

を
し
た

場
合
に

は
、
そ

の
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
）

が
あ

っ
た

日
の
翌

日
か
ら

起
算
し

て
１

年
を

経
過

し
た

場
合
は
、

審
査

請
求
を

す
る

こ
と

や
処

分
の

取
消

し
の

訴
え

を
提
起

す
る
こ

と
が
で

き
な

く
な

り
ま

す
。

な
お
、
正

当
な

理
由
が

あ
る

と
き

は
、

上
記

の
期

間
や

こ
の

決
定
（

審
査
請

求
を
し

た
場

合
に

は
、

そ
の

審
査
請
求

に
対

す
る
裁

決
）

が
あ

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て
１

年
を
経

過
し
た

後
で

あ
っ

て
も

審
査

請
求
を
す

る
こ

と
や
処

分
の

取
消
し

の
訴

え
を
提

起
す
る
こ
と

が
認
め

ら
れ
る
場

合
が
あ

り
ま

す
。
 

第
７
号

様
式
（

第
８
条

関
係
）
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
第
 

 
 
 

 
号

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
年
 

 
月
 

 
日

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
様
 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
亀
岡

市
福
祉
事
務
所

長
 

   

助
産

実
施

解
除

通
知

書
 

  
次
の

妊
産
婦

に
つ
い

て
、
助
産

の
実
施
を
解
除
し
ま
し
た
の

で
通
知

し
ま
す

。
 

 

入
所

者
 
 
住
所
 

  
氏
名

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
（

 
 
 

 
年
 

 
月
 
 
日
生
）

助
産

施
設

名
 
 
 

助
産

の
実

施
の
 

解
除

日
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
年

 
 
 

月
 
 

 
日
 

助
産

の
実

施
の
 

解
除

理
由
 
 
 

  
（
教

示
）
 

１
 
こ

の
決
定

に
つ
い

て
不
服
が

あ
る
場
合
は
、
こ
の
決
定
が

あ
っ
た

こ
と
を

知
っ
た
日
の
翌

日
か

ら
起
算

し
て

３
箇
月

以
内
に

、
亀
岡
市

長
に

対
し
て

審
査
請

求
を
す

る
こ
と
が
で

き
ま
す

。
 

２
 
こ

の
決
定

に
つ
い

て
は
、
上

記
１
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、

こ
の
決

定
が
あ

っ
た
こ
と
を
知

っ
た

日
の
翌

日
か

ら
起
算

し
て
６

箇
月
以
内

に
、

亀
岡
市

を
被
告

と
し
て

（
訴
訟
に
お

い
て
亀

岡
市
を
代

表
す
る

者
は

亀
岡

市
長
と

な
り
ま

す
。
）
、

処
分

の
取
消

し
の
訴

え
を
提

起
す
る
こ
と

が
で
き

ま
す
。
な

お
、
上

記
１

の
審

査
請
求

を
し
た

場
合
に
は

、
処

分
の
取

消
し
の

訴
え
は

、
そ
の
審
査

請
求
に

対
す
る
裁

決
が
あ

っ
た

こ
と

を
知
っ

た
日
の

翌
日
か
ら

起
算

し
て
６

箇
月
以

内
に
提

起
す

る
こ
と

が
で
き

ま
す
。
 

３
 

た
だ
し

、
上

記
の

期
間

が
経

過
す

る
前
に

、
こ
の
決

定
（

審
査

請
求

を
し

た
場

合
に

は
、

そ
の

審
査

請

求
に

対
す

る
裁

決
）

が
あ

っ
た
日

の
翌
日
か

ら
起
算
し

て
１

年
を

経
過

し
た

場
合

は
、

審
査

請
求

を
す

る

こ
と

や
処

分
の

取
消

し
の

訴
え
を

提
起
す
る

こ
と
が
で

き
な

く
な

り
ま

す
。

な
お

、
正

当
な

理
由

が
あ

る

と
き

は
、

上
記

の
期

間
や

こ
の
決

定
（
審
査

請
求
を
し

た
場

合
に

は
、

そ
の

審
査

請
求

に
対

す
る

裁
決

）

が
あ

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算
し

て
１
年
を

経
過
し
た

後
で

あ
っ

て
も

審
査

請
求

を
す

る
こ

と
や

処
分

の

取
消

し
の
訴

え
を
提

起
す
る
こ

と
が

認
め
ら

れ
る
場

合
が
あ

り
ま

す
。
 



 
亀 岡 市 公 報 

 10 

第８７１号平成２９年８月１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
８
号

様
式
（

第
８
条

関
係
）
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
第
 

 
 
 

 
号

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
年
 

 
月
 

 
日

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
様
 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
亀
岡

市
福
祉
事
務
所

長
 

  

母
子

保
護

実
施

解
除

通
知

書
 

  
次

の
保
護

者
及

び
そ

の
監

護
す

る
児

童
に
つ

い
て
、
母

子
保

護
の

実
施

を
解

除
し

ま
し

た
の

で
通

知
し

ま

す
。
 

 

保
護

者
及

び
そ

の
監

護
す
る
 

児
童

の
氏

名
 
 

 

母
子

生
活

支
援

施
設

の
 

名
称

及
び

所
在

地
 
 

 

母
子

保
護

の
実

施
の
 

解
除

の
年

月
日
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
年

 
 
 
月
 
 
 
日
 

母
子

保
護

の
実

施
の
 

解
除

の
理

由
 
 

 

  
（
教

示
）
 

１
 
こ

の
決
定

に
つ
い

て
不
服
が

あ
る
場
合
は
、
こ
の
決
定
が

あ
っ
た

こ
と
を

知
っ
た
日
の
翌

日
か

ら
起
算

し
て

３
箇
月

以
内
に

、
亀
岡
市

長
に

対
し
て

審
査
請

求
を
す

る
こ
と
が
で

き
ま
す

。
 

２
 
こ

の
決
定

に
つ
い

て
は
、
上

記
１
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、

こ
の
決

定
が
あ

っ
た
こ
と
を
知

っ
た

日
の
翌

日
か

ら
起
算

し
て
６

箇
月
以
内

に
、

亀
岡
市

を
被
告

と
し
て

（
訴
訟
に
お

い
て
亀

岡
市
を
代

表
す
る

者
は

亀
岡

市
長
と

な
り
ま

す
。
）
、

処
分

の
取
消

し
の
訴

え
を
提

起
す
る
こ
と

が
で
き

ま
す
。
な

お
、
上

記
１

の
審

査
請
求

を
し
た

場
合
に
は

、
処

分
の
取

消
し
の

訴
え
は

、
そ
の
審
査

請
求
に

対
す
る
裁

決
が
あ

っ
た

こ
と

を
知
っ

た
日
の

翌
日
か
ら

起
算

し
て
６

箇
月
以

内
に
提

起
す
る
こ
と

が
で
き

ま
す
。
 

３
 

た
だ
し

、
上

記
の

期
間

が
経

過
す

る
前
に

、
こ
の
決

定
（

審
査

請
求

を
し

た
場

合
に

は
、

そ
の

審
査

請

求
に

対
す

る
裁

決
）

が
あ

っ
た
日

の
翌
日
か

ら
起
算
し

て
１

年
を

経
過

し
た

場
合

は
、

審
査

請
求

を
す

る

こ
と

や
処

分
の

取
消

し
の

訴
え
を

提
起
す
る

こ
と
が
で

き
な

く
な

り
ま

す
。

な
お

、
正

当
な

理
由

が
あ

る

と
き

は
、

上
記

の
期

間
や

こ
の
決

定
（
審
査

請
求
を
し

た
場

合
に

は
、

そ
の

審
査

請
求

に
対

す
る

裁
決

）

が
あ

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算
し

て
１
年
を

経
過
し
た

後
で

あ
っ

て
も

審
査

請
求

を
す

る
こ

と
や

処
分

の

取
消

し
の
訴

え
を
提

起
す
る
こ

と
が

認
め
ら

れ
る
場

合
が
あ

り
ま

す
。
 

第
９
号

様
式

（
第
８

条
関
係
）

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

年
 
 
月

 
 
日

  
（
宛

先
）

亀
岡
市

福
祉
事
務

所
長
 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
（

申
出

者
）
住
 
所

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
氏
 
名

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

㊞
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
連
絡
先

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

   

助
産

の
実

施
の

解
除

申
出

書
 

  
助
産

の
実

施
の
解

除
を
受
け

た
い

の
で
、

次
の

と
お
り
申
し

出
ま
す
。
 

 

入
 

所
 
者
 

氏
 
 

名
：
 

生
年
月

日
：
 

解
除

を
受

け
よ

う
と
 

す
る

年
月

日
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
年

 
 
 
月

 
 
 

日
 

解
除
を

受
け
よ

う
と

す
る
理
由
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

備
 
考
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第
１
０

号
様

式
（
第

８
条
関
係

）
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

年
 
 
月

 
 
日

  
（
宛

先
）

亀
岡
市

福
祉
事
務

所
長
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
（

申
出

者
）
住
 
所

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
氏
 
名

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

㊞
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
連
絡
先

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

母
子
保

護
の

実
施
の

解
除
申
出
書
 

  
母
子

生
活

支
援
施

設
を
退
所

し
た

い
の
で

、
次

の
と
お
り
申

し
出
ま
す

。
 

 

退
所

し
よ

う
と

す
る
 

保
護

者
及

び
そ

の
監
 

護
す

る
児

童
の

氏
名
 

氏
 

名
 

性
 

別
 

生
年
月

日
 

（
保
護

者
）
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

退
所

し
よ

う
と

す
る

年
月

日
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
年
 

 
 
月
 

 
 
日
 

退
所
し

よ
う
と

す
る

理
由
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

備
 
考
 

 

「
掲
示
済
」
 

第
１
１
号
様
式
（
第
９

条
関
係
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日

 
（
宛
先
）
亀
岡
市
長
 

同
 
 
 

意
 

 
 
書

 

 
下

記
の

者
は
、

亀
岡

市
が
、
児

童
福

祉
法
第

５
６
条

第
２
項

に
基

づ
く
事

務
手
続

を
処
理

す
る
た

め
に

限

っ
て
、
必
要
と
な
る
地

方
税
関
係

情
報
に
つ
い
て
取
得
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
す
。
 

 
な

お
、

本
書
の

複
写

は
無
効
で

あ
り

、
本
書

の
提
出

の
際
の

事
務

処
理
に

限
っ
て

同
意
す

る
こ
と

を
申

し

添
え
ま
す
。
 

 

同 意 者 

申
請
者
と
の
続
柄
 
 

フ
 
リ
 
ガ
 
ナ
 
 

氏
名
 
 

生
年

月
日
 
 

住
所
 
 

□
申
請
者
と
同
居
 

 
 

同 意 者 

申
請
者
と
の
続
柄
 
 

フ
 
リ
 
ガ
 
ナ
 
 

氏
名
 
 

生
年

月
日
 
 

住
所
 
 

□
申
請
者
と
同
居
 

 
 

同 意 者 

申
請
者
と
の
続
柄
 
 

フ
 
リ
 
ガ
 
ナ
 
 

氏
名
 
 

生
年

月
日
 
 

住
所
 
 

□
申
請
者
と
同
居
 

 
 

同 意 者 

申
請
者
と
の
続
柄
 
 

フ
 
リ
 
ガ
 
ナ
 
 

氏
名
 
 

生
年

月
日
 
 

住
所
 
 

□
申
請
者
と
同
居
 

 
 

記
載
上
の
注
意
 

・
同
意
す
る
者
が
自
ら

署
名
を
し

て
く
だ
さ
い
。
 

・
代
理
人
が
同
意
書
に

署
名
す
る

場
合
、
本
人
か
ら
の
委
任
状
を
と
っ
て
く
だ
さ
い
。
 

・
申

請
書

等
に
同

意
が

必
要
な
者

の
住

所
を
記

入
し
て

い
る
場

合
、

同
意
書

へ
の
住

所
の
記

入
は
省

略
す

る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
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告 示 
 

 亀岡市告示第１７０号 

 

 亀岡市公用車ドライブレコーダーの設置及び

管理運用に関する要綱を次のように定める。 

 

   平成２９年７月７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

亀岡市公用車ドライブレコーダー

の設置及び管理運用に関する要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、職員の安全運転意識の向

上及び交通事故発生時における事故責任の明

確化並びに運転者の指導及び教育を行うとと

もに、安全安心のまちづくりに向け、犯罪抑

止を図るため、公用車にドライブレコーダー

を設置し、適切に管理運用することについて

必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ ドライブレコーダー 本市の公用車に設

置し、車外及び車内の映像を記録する装置

をいう。 

⑵ データ ドライブレコーダーにより撮影

された映像（メモリーカード等の記録媒体

に記録されたものを含む。）をいう。 

⑶ 解析・保存装置 パソコン等であって、

データの解析及び保存を行う装置をいう。 

 （統括管理責任者等） 

第３条 ドライブレコーダーの適正な設置、運

用及び維持管理を図るため、統括管理責任者、

管理責任者及び操作取扱者（以下「統括管理

責任者等」という。）を置く。 

２ 統括管理責任者等の職員及び事務内容は、

別表に掲げるとおりとする。 

 （ドライブレコーダー及びデータの操作等） 

第４条 ドライブレコーダー及びデータの操作

は、次のとおりとする。 

⑴ 公用車の運転者は、その運転中ドライブ

レコーダーにより常時撮影し、これを記録

するものとする。 

⑵ データの閲覧及び解析は、統括管理責任

者が指定したパソコンに限定し、統括管理

責任者等が行うものとする。 

 （データの保存期間） 

第５条 データの保存期間は、原則としてメモ

リーカード等の記録媒体の記録上限を超えて

自動で上書きされるまでとし、ドライブレ 

コーダーを撤去したときは、ただちにデータ

を消去するものとする。ただし、次に掲げる

場合は、この限りでない。 

⑴ 検察官、検察事務官又は司法警察職員

（以下「捜査機関」という。）から犯罪捜

査の目的により要請を受けた場合 

⑵ その他証拠保存等特に必要がある場合 

 （データの取扱い） 

第６条 メモリーカード等の記録媒体は、ドラ

イブレコーダー本体内に常時装着するものと

し、次条及び第８条の規定によりデータを閲

覧、解析又は提供をする場合に限り、本体か

ら取り出すことができる。 

２ メモリーカード等の記録媒体に保存された

データは、次条及び第８条の規定による場合

を除き、複写してはならない。 

３ 前項により複写する場合は、統括管理責任

者が指定したパソコンを介してメモリーカー

ド等の記録媒体に保存するものとし、パソコ

ン本体に保存してはならない。 

４ データを保存したメモリーカード等の記録
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媒体は、施錠可能な保管庫に保管する。 

５ データは、撮影時の状態で保存するものと

し、加工をしてはならない。 

６ メモリーカード等の記録媒体に保存された

データは、保存の必要がなくなった場合は、

速やかに消去しなければならない。 

 （データの閲覧及び解析） 

第７条 データは、次に掲げる場合に限り、閲

覧及び解析を行うことができる。 

⑴ 交通事故、トラブル等の状況確認又は原

因の分析及び究明 

⑵ 公用車の安全運行を目的とした運転手研

修への活用 

 （データの外部への提供） 

第８条 データは、次の各号のいずれかに該当

する場合を除き、外部に提供してはならない。 

⑴ 公用車が関わる交通事故又はトラブルの

状況及び原因を明らかにするために、その

当事者若しくは当事者から委任を受けた保

険会社等の代理人又は捜査機関から文書に

より提供を求められた場合 

⑵ 法令の規定に基づき文書により提供を求

められた場合 

２ 前項の規定により映像を外部に提供すると

きは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、

提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵

守する旨を記載した文書を提出させるものと

する。 

⑴ データは、加工又は複写をすることなく

撮影時の状態で、適正に管理すること。 

⑵ 目的以外の利用及び第三者への提供を行

わないこと。 

⑶ 目的を達成したとき又はその目的が達成

されないことが判明したときは、速やかに

メモリーカード等の記録媒体の返却を行う

こと。 

 （データの提供記録） 

第９条 前条の規定により、データを外部に提

供したときは、次に掲げる事項を記録し、保

管しなければならない。 

⑴ 外部に提供を行った年月日及びその時間 

⑵ 委託先の名称、所在地、代表者又は責任

者氏名 

⑶ 目的及びその理由 

⑷ データの内容 

 （個人情報の管理） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、デー

タに含まれる個人情報の取扱いについては、

亀岡市個人情報保護条例（平成１２年亀岡市

条例第３７号）及び亀岡市個人情報保護条例

施行規則（平成１２年亀岡市規則第５５号）

の定めるところによる。 

 （その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要

な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 
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「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１７１号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不明であるため、亀岡市総務部税務課において保管し、

送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 

 ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   平成２９年７月１０日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類等 

 送達する書類 
送達を受けるべき者 

住     所 氏  名 

1 
督促状 平成29年度第1期分 
固定資産税・都市計画税 

省略 省略 

2 
督促状 平成29年度第1期分 
固定資産税・都市計画税 省略 省略 

3 
督促状 平成29年度第1期分 
固定資産税・都市計画税 

省略 省略 

4 
督促状 平成29年度第1期分 
固定資産税・都市計画税 

省略 省略 

5 
督促状 平成29年度全期分 
軽自動車税 省略 省略 

 

２ この書類を受領されないときは、地方税法第２０条の２第３項の規定により、告示の日から起

算して７日を経過した時点で書類の送達があったものとみなす。 

「掲示済」 

別表（第３条関係） 

職名 担当職員 事務内容 

統括管理責任者 亀岡市公用車使用規程（平

成８年亀岡市訓令第６号）

第４条に規定する安全運転

管理者 

ドライブレコーダー及びデータを

統括管理すること。 

管理責任者 亀岡市公用車使用規程第３

条に規定する車両管理者 

ドライブレコーダー及びデータの

適切な管理運用並びにデータの漏

えい防止を図ること。 

操作取扱者 亀岡市公用車使用規程第７

条に規定する車両取扱責任

者 

管理責任者の指示により、ドライ

ブレコーダーを操作し、解析・保

存装置によりデータ解析を行うこ

と。 
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 亀岡市告示第１７２号 

 

 亀岡市未熟児養育医療給付要綱（平成２５年亀岡市告示第５２号）の一部を次のように改正する。 

 

   平成２９年７月１８日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 第１０条に次の１項を加える。 

２ 市長が前項の徴収する額を決定するために、地方税法その他地方税に関する法律に基づく条例

の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報を必要とする場合は、

扶養義務者は、同意書（別記第９号様式）を市長に提出するものとする。 

 別記第８号様式の次に次の１様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９号様式（第１０条関係） 

                                     年  月  日 

 （宛先）亀岡市長 

同  意  書 

 下記の者は、亀岡市が母子保健法第２１条の４第１項に基づく事務手続を処理するために限って

必要となる地方税関係情報について取得することに同意します。 

 なお、本書の複写は無効であり、本書の提出の際の事務処理に限って同意することを申し添えま

す。 

記 

扶
養
義
務
者 

本人との続柄  

フ リ ガ ナ  

氏 名  

生 年 月 日  

住 所 
 □本人と同居 

 

扶
養
義
務
者 

本人との続柄  

フ リ ガ ナ  

氏 名  

生 年 月 日  

住 所 
 □本人と同居 

 

扶
養
義
務
者 

本人との続柄  

フ リ ガ ナ  

氏 名  

生 年 月 日  

住 所 
 □本人と同居 

 

扶
養
義
務
者 

本人との続柄  

フ リ ガ ナ  

氏 名  

生 年 月 日  

住 所 
 □本人と同居 

 

記載上の注意 

・同意する者が自ら署名をしてください。 

・代理人が同意書に署名する場合、本人からの委任状を添付してください。 

・申請書等に同意が必要な者の住所を記入している場合、同意書への住所の記入は省略することが

できます。 
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   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１７３号 

 

 亀岡市放置自転車の防止に関する条例（平成

５年亀岡市条例第１４号）第１１条の規定によ

り、放置自転車の撤去、保管について次のとお

り告示する。 

 

   平成２９年７月２６日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 撤去した理由 

亀岡市放置自転車の防止に関する条例第９

条に違反して、自転車放置禁止区域に放置さ

れていたため。 

２ 撤去した区域 

ＪＲ亀岡駅前自転車放置禁止区域 

ＪＲ馬堀駅前自転車放置禁止区域 

ＪＲ並河駅前自転車放置禁止区域 

３ 撤去した日時 

平成２９年７月２６日（水） 

午後１時～午後３時 

４ 撤去し、保管した台数  ６台 

５ 保管場所  ＪＲ馬堀駅前自転車等駐車場 

６ 保管期間  告示の日から３箇月間 

７ 返還期間 

月曜日～土曜日 午前１０時～午後７時 

８ 返還を受けるための手続き 

① 撤去された自転車は、保管場所で引き取

ることができる。 

② 返還の申請には、自転車の鍵、印鑑、住

所・氏名を明らかにできるものが必要であ

る。 

③ 撤去・保管に要した費用として１台  

２，０００円を負担する。 

９ 引取りのない場合の措置 

保管期間を経過しても引き取りのない自転

車は、関係法令等の規定により処分する。 

 

※ 連絡先 土木建築部 土木管理課 

      電話 0771（25）5043 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１７４号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不

明であるため、亀岡市総務部税務課において保

管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付

する。 

 ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   平成２９年７月３１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類 

固定資産現所有者認定通知書 

固定資産価格等登録通知書 

固定資産税・都市計画税賦課額変更（決

定）通知書 

２ 送達を受けるべき者の住所及び名称 

省略 
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３ この書類を受領されないときは、地方税法

第２０条の２第３項の規定により、告示の日

から起算して７日を経過した時点で書類の送

達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１７５号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不

明であるため、亀岡市健康福祉部高齢福祉課に

おいて保管し、送達を受けるべき者の申出があ

れば交付する。 

 ここに、介護保険法（平成９年法律第１２３

号）第１４３条の規定により告示する。 

 

   平成２９年７月３１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類 

平成２９年度介護保険料納入通知書 

２ 送達を受けるべき者の住所氏名 

 

 

 

 

 

省略 

 

 

 

 

省略 

 

 

 

 

 

 

３ この書類が受領されないときは、地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

第３項の規定を準用し、告示日から起算して

７日を経過した時点で書類の送達があったも

のとみなす。 

 

「掲示済」 
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公 告 
 

 亀岡市公告第４４号 

 

亀岡市職員採用試験公告 

 

 亀岡市職員採用試験を次のとおり実施する。 

 

   平成２９年７月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 試験区分及び採用予定人数 

試験区分 

行 政 

保育士かめおか・未来・チャレンジ方式 一般方式 

事務Ⅰ 土木Ⅰ 事務Ⅰ 事務Ⅲ 土木Ⅰ 土木Ⅲ 

採用予定 

人数 
３人程度 

土木Ⅰ・土木Ⅲで

計３人程度 
１０人程度 

土木Ⅰ・土木Ⅲで 

計３人程度 
若干名

※かめおか・未来・チャレンジ方式と一般方式を重複して受験することはできません。 

 

２ 受験資格 

 ⑴ 次に該当する人が受験できる。 

  ［かめおか・未来・チャレンジ方式］ 

  ア 行政（事務Ⅰ）（上級） 

昭和５７年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学を卒業した人又は平成 

３０年３月３１日までに卒業する見込みの人 

  イ 行政（土木Ⅰ）（上級） 

昭和５７年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学（短期大学を含む。）に

おいて土木工学に関する課程を修めた人又は平成３０年３月３１日までに修める見込みの人 

  ［一般方式］ 

  ウ 行政（事務Ⅰ）（上級） 

平成３年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた人 

  エ 行政（事務Ⅲ）（初級） 

平成８年４月２日から平成１２年４月１日までに生まれた人 

  オ 行政（土木Ⅰ）（上級） 

平成３年４月２日から平成１０年４月１日までに生まれた人で、学校教育法による大学



 
亀 岡 市 公 報 

 19

第８７１号平成２９年８月１５日発行 

（短期大学を含む。）において土木工学に関する課程を修めた人又は平成３０年３月３１日

までに修める見込みの人 

  カ 行政（土木Ⅲ）（初級） 

平成８年４月２日から平成１２年４月１日までに生まれた人で、学校教育法による高等学

校等において土木系の課程を修めた人又は平成３０年３月３１日までに修める見込みの人 

  キ 保育士 

平成５年４月２日から平成１０年４月１日までに生まれた人で保育士資格及び幼稚園教諭

資格を有する人（取得見込を含む。）、又は昭和５７年４月２日以降に生まれた人で保育士

資格及び幼稚園教諭資格を有し、保育士又は幼稚園教諭の職務経験が２年以上の人 

※「保育士又は幼稚園教諭の職務経験が２年以上」とは、公立、私立の保育所、幼稚園、

託児所等で６箇月以上継続して常勤で職務に従事（非常勤のアルバイト、パートタイム

は含まない。）した期間が該当し、複数の場合は、通算することができる。（平成３０

年３月３１日現在で２年見込みの場合を含む。） 

 ⑵ 次に掲げる条件のいずれかに該当する人は受験することができない。 

ア 成年被後見人又は被保佐人 

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での人 

ウ 公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない人 

エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党、その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

３ １次試験 

 ⑴ 第１日 かめおか・未来・チャレンジ方式のみ 

  ア 方 法 

 集団討論試験、論文試験 

  イ 日時・場所 

 平成２９年９月１０日（日）午前８時５０分から『亀岡市役所』において行う。 

 ⑵ 第２日 全ての区分（かめおか・未来・チャレンジ方式を除く。） 

  ア 方 法 

試験区分 試験方法 試験科目 出題分野（予定） 

行 政 
（一般方式） 

事務Ⅰ 

筆記試験 
（多肢選択式）

教養試験 
社会、人文及び自然に関する一般知
識並びに文章理解、判断推理、数的
推理及び資料解釈に関する一般知能

事務Ⅲ 

土木Ⅰ 

土木Ⅲ 

保育士 専門試験 

社会福祉、児童家庭福祉（社会的養
護を含む。）、保育の心理学、保育
原理、保育内容及び子どもの保健
（精神保健を含む。） 
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  イ 日時・場所 

 平成２９年９月１７日（日）午前１０時から『ガレリアかめおか』において行う。 

 ⑶ １次試験合格発表 

 平成２９年１０月上旬に通知する。 

 

４ ２次試験 

 ⑴ 方 法（予定） 

  ア 個別面接試験（行政（かめおか・未来・チャレンジ方式含む。）） 

  イ 集団面接試験（保育士） 

  ウ 実技試験（保育士） 

 ⑵ 日時・場所 

 平成２９年１０月中旬、亀岡市内において行う。 

 詳しい日時、場所、提出書類等については、１次試験合格者に通知する。 

 

５ ３次試験 

 ⑴ 方 法（予定） 

 個別面接試験（行政（かめおか・未来・チャレンジ方式含む。）、保育士） 

 ⑵ 日時・場所 

 平成２９年１１月下旬、亀岡市内において行う。 

 詳しい日時、場所、提出書類等については、２次試験合格者に通知する。 

 

６ 最終合格発表 

 平成２９年１２月中旬まで（予定）に通知する。 

 

７ 採 用 

 最終合格者は、試験区分ごとに作成する職員採用候補者名簿に登載し、平成３０年４月１日以

降必要に応じ採用される。 

 なお、この名簿の有効期間は、平成３１年４月１日までとする。 

 

８ 初任給（標準例） 

（参考：平成２９年４月１日現在。ただし、地域手当を含む。） 

大学卒 １８８，８９２円 

短大卒 １６８，３２８円 

高校卒 １５４，８６６円 

 試験区分により異なることがある。 

 上記のほか、市職員の給与に関する条例等の規定に従い、通勤手当、期末・勤勉手当（いわゆ

るボーナス）等の諸手当が要件に応じて支給される。また、最終学校卒業後に職歴等がある場合



 
亀 岡 市 公 報 

 21

第８７１号平成２９年８月１５日発行 

などは、基準により初任給に加算されることがある。 

 

９ 受験手続及び受付期間 

 ⑴ 申 込（郵送のみ） 

ア ７月１日（土）から配付する申込書、自己紹介書及び職務経歴書（職歴のある受験者の

み）に必要事項を記入し、最近６箇月以内に撮影した本人の写真（上半身脱帽、正面向タテ

４㎝、ヨコ３㎝）を貼り、亀岡市市長公室人事課に提出することとする。 

イ 記載内容等について確認することがあるので、連絡がとれる電話番号を記載すること。 

ウ 封筒の表に『採用試験受験』と朱書し、返信用封筒（８２円切手を貼って、宛先を明記し

たもの）を同封のうえ簡易書留で送付すること。 

エ 申込書受理後は、申込みをした区分の変更はできない。 

オ 身体に障害があり、受験に際して配慮が必要な場合は、あらかじめ連絡すること。 

 ⑵ 受付期間 

 申込みは、平成２９年７月１日（土）から平成２９年７月２０日（木）まで受付ける。締切

日を７月２０日（木）とし、締切日の消印のあるものは有効とする。 

 

１０ 採用試験についての問い合わせ 

 受験手続、その他の不明な点は亀岡市市長公室人事課に問い合わせることとする。 

 〒６２１－８５０１ 京都府亀岡市安町野々神８番地 

 電 話（０７７１）２２－３１３１（市役所代表）…（内線２９３４） 

 電 話（０７７１）２５－５０１６（人事課直通） 

 ＦＡＸ（０７７１）２４－５５０１ 

ＵＲＬ：http://www.city.kameoka.kyoto.jp/ 

 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第４５号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

２９条第１項に関する工事が完了したので、次

のとおり公告する。 

 

   平成２９年７月４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 工事が完了した開発区域に含まれる地域 

 亀岡市篠町野条上又１３の１、１４の

１の一部 

（関連区域） 

 亀岡市篠町野条上又１３の４の一部、

１４の４の一部、市有地 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

亀岡市篠町篠中西裏１０ 

山口 喜造 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第４６号 

 

 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４

年法律第５８号）第１３条第１項の規定に基づ

き、亀岡農業振興地域整備計画を変更したので

同条第４項で準用する同法第１２条の規定によ

り公告し、当該計画書を次により縦覧に供する。 

 

   平成２９年７月４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 農業振興地域整備計画書の縦覧期間 

 平成２９年７月４日以後、常時備え置

くこととする。 

２ 農業振興地域整備計画書の縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市産業観光部農林振興課 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第４７号 

 

 狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）

第６条第７項の規定により、捕獲犬の抑留につ

いて通知を受けたので、同条第８項の規定によ

り公告する。 

 

   平成２９年７月７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 捕獲日時  平成２９年７月６日 

        午後３時頃 

２ 捕獲場所  亀岡市薭田野町太田付近 

３ 種  類  雑種 

４ 毛  色  茶 

５ 性  別  雌 

６ 体  格  中 

７ 犬の鑑札  なし 

８ 注射済票  なし 

９ そ の 他  首輪なし 

 

（注意）公告期間満了の日の翌日（平成２９年

７月９日）までに引取りのないときは処

分される。 
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（連絡先）京都府南丹保健所環境衛生室 

電話番号０７７１－６２－４７５４ 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第４８号 

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第

６５号）第１８条第１項の規定により、農用地

利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規

定により公告し、その関係書類を次により縦覧

に供する。 

 

   平成２９年７月１３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 縦覧期間 

 平成２９年７月１３日以後、常時備え

置くこととする。 

２ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市産業観光部農林振興課 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第４９号 

 

 農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律

第８８号）第２７条第１項により、亀岡市農業

委員会総会を招集し、亀岡市農業委員会総会会

議規則（昭和３２年亀岡市農業委員会規則第１

号）第２条第１項の規定により公告する。 

 

   平成２９年７月１４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 日 時  平成２９年７月２０日（木） 

       午後１時３０分から 

 

２ 場 所  亀岡市安町野々神８番地 

       亀岡市役所 ３階 

       ３０２・３０３会議室 

 

３ 議 題  役員の選出について 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第５０号 

 

 亀岡市自治体新電力事業会社を設立するため、

公募型プロポーザル方式により事業パートナー

の選定を行うので、次のとおり公告する。 

 

   平成２９年７月２１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 事業概要 

 ⑴ 事業名称 

   亀岡市自治体新電力事業 

 ⑵ 目的 

 亀岡市自治体新電力事業会社を設立し、

地域内の発電所などから電力を買取り、公

共施設に電力を供給する地産地消型の地域

新電力事業を実施する。 

 

２ その他 

 詳細は、亀岡市自治体新電力事業に係る事
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業パートナー公募型プロポーザル実施要領に

よる。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第５１号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

２９条第１項に関する工事が完了したので、次

のとおり公告する。 

 

   平成２９年７月２４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 工事が完了した開発区域に含まれる地域 

第２工区 

 亀岡市篠町篠上中筋３１の１の一部、

３１の２の一部、４７の２の一部 

（関連区域） 

 市有地 

２ 開発許可を受けた者の住所及び名称 

亀岡市篠町篠上中筋４７の２ 

学校法人寿光学園 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第５２号 

 

 亀岡市高野林・小林土地区画整理事業の事業

計画を土地区画整理法（昭和２９年法律第  

１１９号）第２０条第１項の規定により公衆の

縦覧に供するので、土地区画整理法施行令（昭

和３０年政令第４７号）第３条の規定により、

下記の事項を公告する。 

 なお、当該事業計画（都市計画に定められた

事項を除く。）について意見のある利害関係者

は、平成２９年８月２１日までに亀岡市長に意

見書を提出することができる。 

 

   平成２９年７月２４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

記 

 

１ 縦覧期間 

平成２９年７月２５日から 

平成２９年８月７日まで 

２ 縦覧時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

３ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市まちづくり推進部都市整備課 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第５３号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

２９条第１項に関する工事が完了したので、次

のとおり公告する。 

 

   平成２９年７月２６日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 工事が完了した開発区域に含まれる地域 

 亀岡市保津町下大年１の５、３の５７、

４２の１、４５の１、６５の１ 
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（関連区域） 

 亀岡市保津町下大年４２の６の一部、

４３の一部、４４の一部、４７の１６の

一部、４７の１７の一部 

２ 開発許可を受けた者の住所及び名称 

東京都豊島区東池袋３丁目１の１ 

株式会社ファミリーマート 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第５４号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

２９条第１項に関する工事が完了したので、次

のとおり公告する。 

 

   平成２９年７月２７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 工事が完了した開発区域に含まれる地域 

 亀岡市大井町小金岐北浦２８、２８の

１の一部、４５の一部、１丁目６３の１

の一部、市有地 

（関連区域） 

 亀岡市大井町小金岐北浦４５の４の一

部、１丁目６３の１の一部、市有地 

２ 開発許可を受けた者の住所及び名称 

亀岡市千代川町小川２丁目１の１８ 

株式会社アサヒ 

 

「掲示済」 

 

 

任免及び辞令 
 

             亀 井 義 一 

             大 西 章 弘 

（各 通）        坂 本 雅 子 

             太 田 禮 子 

             西 田 英 二 

亀岡市営住宅入居者選考審議会委員に委嘱しま

す 

任期は平成３１年７月１日までとします 

   平成２９年７月２日 

 

             菱 田 光 紀 

亀岡市新火葬場整備検討審議会委員の委嘱を解

きます 

   平成２９年７月７日 

 

             多 胡 麻 衣 

亀岡市行政改革推進委員会委員に委嘱します 

   平成２９年７月１８日 

 

             田 中 義 雄 

亀岡市都市計画審議会委員の委嘱を解きます 

   平成２９年７月１９日 

 

             中 村 敬 子 

             隅 田 惠 子 

             藤 田 和 孝 

             酒 井 省 五 

             三 浦 央 時 

（各 通）
        村 上   理 

             桂   重 喜 

             小早川 幸 博 

             中 井 保 廣 

             柴 田 都紀子 

             井 内 廣 樹 

             美 馬 義 晴 
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             竹 岡 義 治 

             田 中 泰 弘 

             俣 野 幸 雄 

（各 通）        中 澤 賢 一 

             川 勝 基 平 

             廣 瀬 照 雄 

             岸   道 雄 

亀岡市農業委員会委員に委嘱します 

任期は平成３２年７月１９日までとします 

   平成２９年７月２０日 

 

             辻   栄 一 

             川 本 惠 三 

             岸   親 夫 

             櫻 井 邦 男 

             法 貴 良 好 

             大 石 慶 明 

             山 内   勇 

             廣 瀬 義 直 

（各 通）        中 井 康 雄 

             小 仲   修 

             三 浦 邦 俊 

             市 岡 悦 子 

             俣 野 健 二 

             清良井 利 之 

             佐々木   治 

             小 林 和 弘 

             土 井   勉 

亀岡市地域公共交通会議委員に委嘱します 

任期は平成３１年７月２０日までとします 

   平成２９年７月２１日 

 

教育委員会欄 
 

規 則 
 

 亀岡市学校運営協議会規則をここに公布する。 

 

   平成２９年７月２６日 

 

         亀岡市教育委員会 

           教育長 田中太郎 

 

 亀岡市教育委員会規則第６号 

 

亀岡市学校運営協議会規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号。以下「法」という。）第４７条の６に規

定する学校運営協議会（以下「協議会」とい

う。）の設置等に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

 （協議会の目的） 

第２条 協議会は、学校運営及び当該運営への

必要な支援に関して協議する機関として、亀

岡市教育委員会（以下「教育委員会」とい

う。）及び校長（園長を含む。以下同じ。）

の権限と責任の下、学校に在籍する児童又は

生徒の保護者（以下「保護者」という。）及

び地域住民等の学校運営への参画や、保護者

及び地域住民等による学校運営への支援・協

力を促進することにより、学校と保護者及び

地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運

営の改善を進め、子どもたちのふるさとかめ

おかを愛する心や生きる力を育てる学びや育

ちを目指すものとする。 

 （設置） 
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第３条 教育委員会は、前条の目的を達成する

ため、その所管に属する学校ごとに協議会を

設置するものとする。 

２ 教育委員会は、協議会を設置するときは、

当該協議会がその運営及び当該運営への必要

な支援に関して協議する学校（以下「対象学

校」という。）を明示し、当該対象学校に対

して通知するものとする。 

３ 教育委員会は、協議会を設置しようとする

ときは、対象学校の校長、当該学校に在籍す

る生徒、児童又は幼児の保護者及び当該学校

の所在する地域住民等の意向を踏まえるもの

とする。 

４ 設置の期間は、２年間とし、再設置するこ

とができる。ただし、最初の設置の期間は、

設置された日の属する年度の翌年度の３月 

３１日までとする。 

 （委員の構成等） 

第４条 協議会の委員（以下「委員」とい

う。）は、次に掲げる者のうちから教育委員

会が委嘱又は任命する。 

⑴ 保護者 

⑵ 地域住民 

⑶ 対象学校の運営に資する活動を行う者 

⑷ 学識経験者 

⑸ 対象学校の校長 

⑹ 対象学校の教職員 

⑺ その他教育委員会が適当と認める者 

２ 委員の定数は、対象学校の校長と協議して

教育委員会が定める。 

３ 教育委員会は、対象学校の校長から申出が

あったときは、第１項の委員の委嘱又は任命

について、当該校長から意見を聴取するもの

とする。 

４ 委員の辞職等により欠員が生じたときは、

教育委員会は、新たに補欠の委員を委嘱又は

任命することができる。 

 （委員の任期） 

第５条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げ

ない。ただし、最初に委嘱又は任命された委

員の任期は、委嘱又は任命された日の属する

年度の翌年度の３月３１日までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

 （守秘義務等） 

第６条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らし

てはならない。その職を退いた後も同様とす

る。 

２ 前項に定めるもののほか、委員は次に掲げ

る行為をしてはならない。 

⑴ 委員たるにふさわしくない非行を行うこ

と。 

⑵ 委員としての地位を営利行為、政治活動、

宗教活動等に利用すること。 

⑶ その他の協議会及び対象学校の運営に支

障をきたす言動を行うこと。 

 （委員の解任） 

第７条 教育委員会は、本人から辞任の申出が

あった場合のほか、次の各号のいずれかに該

当すると認められるときは、委員を解任する

ことができる。 

⑴ 委員が前条の義務に違反したとき。 

⑵ 委員が心身の故障のため職務を遂行する

ことができないとき。 

⑶ その他解任に相当する事由が認められる

とき。 

２ 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当

すると認められるときは、直ちに教育委員会

に報告しなければならない。 

３ 教育委員会は、委員を解任する場合には、

その理由を示さなければならない。 

 （会長及び副会長） 

第８条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により選出

する。ただし、対象学校の校長及び教職員を

会長又は副会長に選出することはできない。 
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３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある

とき又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

 （会議） 

第９条 協議会の会議（以下「会議」とい

う。）は、校長と協議の上、会長が招集する。

ただし、会長が互選される前に召集する会議

は、対象学校の校長が招集する。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開

くことができない。 

３ 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同

数のときは、会長の決するところによる。 

４ 議決事項について利害を有する委員は、当

該議決事項に関して議決権を有しない。 

５ 会長は、必要があると認めたときは、学校

教職員その他の者を会議に出席させることが

できる。 

６ 会長は、会議録を作成し保管しなければな

らない。 

 （会議の公開） 

第１０条 会議は、公開とする。ただし、協議

会が必要と認めた場合は、非公開とする。 

２ 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ

会長に申し出なければならない。 

３ 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をして

はならない。 

 （協議会の承認事項） 

第１１条 対象学校の校長は、法第４７条の６

第４項の規定により、毎年度、次の各号に掲

げる事項について学校経営方針を作成し、協

議会の承認を得なければならない。 

⑴ 教育目標及び学校経営計画に関すること。 

⑵ 教育課程の編成及び組織編成に関するこ

と。 

⑶ その他校長が第２条の目的の達成に必要

と認める事項に関すること。 

２ 対象学校の校長は、前項において承認され

た基本的な方針に従って学校運営を行うもの

とする。 

 （運営等に関する意見の申出） 

第１２条 協議会は、法第４７条の６第６項の

規定により、対象学校の運営に関する事項に

ついて、教育委員会又は対象学校の校長に対

して意見を述べることができる。 

２ 協議会は、第２条に定める目的を踏まえ、

対象学校の職員の採用その他の任用に関して、

当該職員の任命権者に対して意見を述べるこ

とができる。この場合において、当該職員が

府費負担教職員（市町村立学校職員給与負担

法（昭和２３年法律第１３５号）第１条の規

定する職員をいう。）であるときは、教育委

員会を経由するものとする。 

 （住民の参画の促進等のための情報提供） 

第１３条 協議会は、対象学校の運営について、

地域住民等の理解、協力、参画等が促進され

るよう努めるものとする。 

２ 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、

対象学校の運営及び当該運営への必要な支援

に関する協議の結果に関する情報を積極的に

提供するよう努めなければならない。 

⑴ 対象学校の運営及び当該運営への必要な

支援に関し、対象学校の所在する地域の住

民、対象学校に在籍する生徒、児童又は幼

児の保護者等の理解を深めること。 

⑵ 対象学校と前号に掲げる者との連携及び

協力の推進に資すること。 

 （指導及び助言） 

第１４条 教育委員会は、協議会の運営状況を

的確に把握し、必要に応じて協議会に対して

指導及び助言を行うとともに、協議会の運営

が適正を欠くことによって対象学校の運営に

現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると

認められる場合には、協議会の適正な運営を

確保するための措置を講ずるものとする。 

２ 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会
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において適切な合意形成を行えるよう、必要

な情報提供に努めなければならない。 

 （協議会の運営） 

第１５条 協議会は、必要と認めるときは、部

会等の必要な組織を置くことができる。 

２ 協議会は、法令及び教育委員会が定める規

則並びにその設置目的に反しない範囲におい

て、運営に必要な事項を定めることができる。 

３ 協議会は、教育委員会に対して各年度末ま

でに、協議会の運営状況を報告しなければな

らない。 

４ 協議会の庶務は、対象学校において行う。 

 （委任） 

第１６条 この規則に定めるもののほか、必要

な事項は、教育長が定める。 

 

   附 則 

 

１ この規則は、平成２９年９月１日から施行

する。 

２ 第４条第１項の規定による委員の委嘱又は

任命後最初に開かれる検討会議は、第９条第

１項の規定にかかわらず、教育長が招集する。 

 

「掲示済」 

農業委員会欄 
 

規 則 
 

 亀岡市農業委員会総会会議規則及び亀岡市農

業委員会公印規則の一部を改正する等の規則を

ここに公布する。 

 

   平成２９年７月１４日 

 

          亀岡市農業委員会 

            会長 田中義雄 

 

 亀岡市農業委員会規則第２号 

 

亀岡市農業委員会総会会議規則及

び亀岡市農業委員会公印規則の一

部を改正する等の規則 

 

（亀岡市農業委員会総会会議規則の一部改正） 

第１条 亀岡市農業委員会総会会議規則（昭和

３２年亀岡市農業委員会規則第１号）の一部

を次のように改正する。 

 第１４条及び第１５条を削り、第１６条を

第１４条とし、第１７条から第１９条までを

２条ずつ繰り上げる。 

 第２０条第１項中「兇器」を「凶器」に改

め、同条を第１８条とする。 

 第２１条を第１９条とし、第２２条を第 

２０条とする。 

 （亀岡市農業委員会公印規則の一部改正） 

第２条 亀岡市農業委員会公印規則（昭和３２

年亀岡市農業委員会規則第３号）の一部を次

のように改正する。 

 別表を次のように改める。 
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 （亀岡市農業委員会部会会議規則の廃止） 

第３条 亀岡市農業委員会部会会議規則（昭和３２年亀岡市農業委員会規則第２号）は、廃止する。 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成２９年７月２０日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

別表（第２条関係） 

整理 
番号 

様式 公印名 書体 
寸法ミリ
平方 

個数 責任者職氏名 

1 

亀

岡

市 

農

業

委 

員

会

印 

 

亀岡市農業委員
会印 

隷書 25 1 事務局長 

2 

亀 岡 市 

農 業 委 員 

会 長 之 印 
 

亀岡市農業委員
会長之印 

隷書 20 1 事務局長 

3 

亀

岡

市

農
業
委
員
会

事

務

局

印
 

亀岡市農業員会
事務局印 

楷書 20 1 事務局長 

4 

亀

岡

市

農

業

委

員

会

事
務
局
長
印

 

亀岡市農業委員
会事務局長印 

楷書 20 1 事務局長 
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規 程 
 

 亀岡市農地利用最適化推進委員規程を次のよ

うに定める。 

 

   平成２９年７月１４日 

 

          亀岡市農業委員会 

            会長 田中義雄 

 

 亀岡市農業委員会規程第１号 

 

亀岡市農地利用最適化推進委員規

程 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、農業委員会等に関する法

律（昭和２６年法律第８８号）第１７条の規

定に基づき委嘱された亀岡市農地利用最適化

推進委員（以下「推進委員」という。）の活

動等について、必要な事項を定めるものとす

る。 

 （組織） 

第２条 推進委員は、別表のとおり担当地域ご

とのブロックに所属し活動する。 

２ 前項に定めるブロックに、当該ブロックを

構成する推進委員の中から互選により、ブ 

ロック長を置く。 

３ ブロック長は、亀岡市農業委員会（以下

「委員会」という。）との連絡調整を行う。 

 （業務内容） 

第３条 推進委員は、主に担当地域において次

の各号に掲げる活動を行うこととし、必要が

あれば委員会委員と連携して活動することと

する。 

⑴ 農地の利用状況調査及び利用意向調査 

⑵ 農地の適正利用の確保に向けた現地活動 

⑶ 農地の貸し手・借り手への利用促進活動 

⑷ 新規参入者への支援活動 

⑸ その他農地等の利用の最適化を推進する

ための活動 

 （招集） 

第４条 推進委員は、委員会から委員会総会の

会議等（以下「総会」という。）の出席を求

められた場合は、当該総会に出席し意見を述

べることができる。 

 （出席の届出） 

第５条 前条に基づき出席を求められた推進委

員は、総会に出席できない場合は、開催時刻

までにその旨を委員会会長に申し出なければ

ならない。 

 （雑則） 

第６条 この規程に定めるもののほか、推進委

員に関し必要な事項は、ブロック長が協議を

行い定める。 

 

   附 則 

 

 この規程は、平成２９年７月２０日から施行

する。 

 

別表 

ブロック名 担当地域 

第１ブロック

亀岡地区、篠町、保津町、東つつ

じケ丘、西つつじケ丘、南つつじ

ケ丘の区域 

第２ブロック
東別院町、西別院町、曽我部町の

区域 

第３ブロック
本梅町、畑野町、宮前町、東本梅

町の区域 

第４ブロック
吉川町、薭田野町、大井町、千代

川町の区域 

第５ブロック
馬路町、旭町、千歳町、河原林町

の区域 

 

「掲示済」 
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 亀岡市農業委員会規程及び農業委員会選挙事務取扱規程の一部を改正する等の規程をここに公布

する。 

 

   平成２９年７月１４日 

 

                         亀岡市農業委員会会長 田中義雄 

 

 亀岡市農業委員会規程第２号 

 

亀岡市農業委員会規程及び農業委員会選挙事務取扱規程の一部を改正する等の規程 

 

 （亀岡市農業委員会規程の一部改正） 

第１条 亀岡市農業委員会規程（昭和３２年亀岡市農業委員会規程第１号）の一部を次のように改

正する。 

 第５条から第７条までを削り、第８条を第５条とし、第９条から第１１条までを３条ずつ繰り

上げる。 

 第６条の証票を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （農業委員会選挙事務取扱規程の一部改正） 

第２条 農業委員会選挙事務取扱規程（昭和３２年亀岡市農業委員会規程第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第１条中「及び部会の委員等」を削る。 

 第１０条を第１１条とし、第７条から第９条までを１条ずつ繰り下げ、第６条の次に次の１条

を加える。 

 （指名推薦） 

第７条 第３条から前条までの規程にかかわらず、出席委員全員に異議がないときは、選挙につ

き、投票によらないで指名推薦の方法によることができる。 

 

 

 

                表                                 裏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

縦 5.5 ㎝ 横 9㎝ 

 

 

 
第   号 
 

証 
 

           現 住 所 

           氏  名 

           生年月日      年 月 日生 

 

 上記の者は、京都府亀岡市農業委員会の      であること 

を証する。 
 
    年 月 日 
                 亀岡市農業委員会 □印  

 

農業委員会等に関する法律 

（抜粋） 

 （報告調査） 

第３５条 農業委員会は、その所掌事務を遂行するため必要がある

ときは、農地等の所有者、農業者その他の関係者に対しその出頭

を求め、若しくは必要な報告を徴し、又は委員、推進委員若しく

は職員に農地等に立ち入らせて必要な調査をさせることができ

る。 

２ 前項の規定により立入調査をする委員、推進委員又は職員は、

その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、こ

れを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認め

られたものと解してはならない。 
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２ 前項の方法により選挙を行う場合は、会

長は被指名人をもって当選人と定めるべき

かどうかを会議に諮り、出席委員全員の同

意があった者を当選人とする。 

 （亀岡市農業委員会互選規程の廃止） 

第３条 亀岡市農業委員会互選規程（昭和３２

年亀岡市農業委員会規程第２号）は、廃止す

る。 

 

   附 則 

 

 この規程は、平成２９年７月２０日から施行

する。 

 

「掲示済」 

 

訓 令 
 

 亀岡市農業委員会訓令第１号 

 

               庁中一般 

 

 亀岡市農業委員会事務局設置規程の一部を改

正する訓令を次のように定める。 

 

   平成２９年７月１４日 

 

          亀岡市農業委員会 

            会長 田中義雄 

 

亀岡市農業委員会事務局設置規程

の一部を改正する訓令 

 

 亀岡市農業委員会事務局設置規程（昭和４６

年亀岡市農業委員会訓令第１号）の一部を次の

ように改正する。 

 

 第７条第４号中「自作農維持資金」を「農業

経営維持安定資金」に改め、同条に次の１号を

加える。 

⑽ 農地等の利用の最適化の推進に関するこ

と。 

 第８条中「又は部会」を削る。 

 第９条中第１号を削り、第２号を第１号とし、

第３号を第２号とする。 

 第１０条第２項中「該当農地部会委員」を

「委員会委員及び該当農地利用最適化推進委

員」に改める。 

 

   附 則 

 

 この訓令は、平成２９年７月２０日から施行

する。 
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上下水道部欄 
 

告 示 
 

 亀岡市上下水道部告示第９号 

 

亀岡市指定給水装置工事事業者に

おける事業廃止の告示 

 

   平成２９年７月１４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 下記の業者から指定給水装置工事事業者廃止

届出書が提出されたので、亀岡市指定給水装置

工事事業者規程第１０条の規定により告示する。 

 

記 

 

廃止した業者 

指定 
番号 

業 者 名 代表者名 住   所 

55 
株式会社 
今西住設 

代表取締役 
今西 晃 

南丹市八木町室河
原中河原１１番地

 

「掲示済」 
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